
道路占用許可をお持ちのみなさまへ占用物件の安全性に関する報告書提出について


　
　　平素より、都市整備行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。
　　令和８年４月１日より道路法施行規則が改正され、道路の占用許可をお持ちのみなさまには占用物件の安全性に関する道路管理者への報告が義務化されました。
　　道路占用者のみなさまにおかれましては、下記のとおり安全性確認の報告書のご提出及び維持管理義務についての確認をお願いいたします。

お願い事項
Ｑ1.


今回の通知により、道路占用者に求められる対応は何ですか？



Ａ.　占用物件の継続許可申請時に併せて、裏面の安全確認報告書（別紙）に必要事項を記入の上、ご提出ください。
※占用期間が５年を超える電柱、電線（これら物件と一体となって機能する占用物件を含む）及び水管、下水道管その他これらに類するもの（これら物件と一体となって機能する占用物件を含む）並びに跨道橋につきましては、継続許可申請時だけではなく、許可を受けた日から５年経過時にもご提出をお願いいたします。
Ｑ2.


占用物件の維持管理義務とは、どのような内容ですか？


Ａ.　道路占用許可をお持ちの方は、道路管理者から占用物件の維持管理状況についての報告や書類の検査等を求める場合があります。また、これらを拒否した場合には、占用許可の取消や拘禁刑、罰金等に処される可能性もあります。
適切な占用物件の維持管理に向け、大阪府HPにて占用物件の維持管理に関する留意点等を記載しております。下記QRコードもしくはアドレスからご確認をお願いいたします。
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（大阪府HP：https://www.pref.osaka.lg.jp/o130070/dorokankyo/senyou/ijikanri1.html）



引き続き、占用物件の適切な維持管理をお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、管轄の土木事務所管理課までお問い合わせください。
[bookmark: _Hlk215491992]

（別　紙）


令和　　年　　月　　日

　大阪府○○土木事務所長　様


申請者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　申請者氏名（法人名及び代表者名）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話）



占用物件の安全確認報告書



　道路占用継続許可申請書又は備考欄に記載の占用物件については、下記のとおり点検を実施し、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないものとして安全性を確認しました。


記


直近の点検実施日　　　　　　　年　　　月　　　日
備考（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※占用期間が５年を超える電柱、電線（これら物件と一体となって機能する占用物件を含む）及び水管、下水道管その他これらに類するもの（これら物件と一体となって機能する占用物件を含む）並びに跨道橋について、５年経過時に本報告書を提出する際は、備考欄に点検対象の許可番号を記入してください。それ以外の占用物件につきましては、備考欄への記入は不要です。
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